
除雪サービス事業 実施要項 

 

 

（目 的） 

第１条 この事業は、６５歳以上の高齢者世帯等を対象に、地域で行う在宅援護活動の一

環として冬期間の生活道路を確保することを目的とする。  

 

（実施主体） 

第２条 この事業の実施主体は社会福祉法人泊村社会福祉協議会（以下、「本会」という。）

とする。 

 

（対象者） 

第３条 除雪サービス事業の対象者は、原則として（１）（２）どちらかに該当する者と

する。 

（１） 介護保険認定者（事業対象者・要支援者・要介護者） 

（２） 身体障害者手帳等の交付を受けられている方 

（３） その他、会長が認める者とする。 

２ 対象者が長期入院、旅行、冬期間に子どもの居住地で過ごす等で不在の場 

合は、除雪サービス事業の対象外とする。 

 

 

（協力者） 

第４条 この事業の協力者は村内・村外ボランティア等（以下、ボランティアという。）

する。 

２ この事業実施するボランティアは申請書（様式第４号）に必要事項を記入し、本会に

提出しなければならない。 

 

（実施期間） 

第５条 この事業は、１２月１日から翌年３月３１日までの期間とする。 

 

 

（実施方法） 

第６条 この事業は第４条に掲げる協力者と連携し、２４時間以内に概ね１５センチメ

ートル以上の積雪があったときに対象世帯の居宅の玄関前から公道までの間を概ね８０セ

ンチメートル幅で除雪するものとする。ただし、１５センチメートルに達しない場合におい

ても、状況に応じて除雪サービスを実施するものとする。 



 

２ 原則、１日１回までの除雪とする。ただし、天候等の状況により危険が伴う場合は、

除雪を行わなくていいものとする。 

３ この事業は本会と民生・児童委員協議会、各地域会及び泊村・その他の団体・機関と

連携し、担当ボランティアの協力のもと、事業を実施する。 

 

（利用申請） 

第７条 この事業を利用する者は（以下、「申請者」という。）申請書（様式第１号）に必

要事項を記入し、本会に提出しなければならない。 

 

（利用決定） 

第８条 前条の要項により、申請があった場合、その内容を審査のうえ、利用の可否を決

定（様式第２号）するものとし、その結果を申請者等に速やかに通知するものとする。 

 

２ サービス利用の可否、利用の取り消しを決定した場合は、速やかに会長まで報告する

ものとする。 

 

（届出の義務） 

第９条 利用の決定を受けた者（以下、「利用者」という。）も若しくはその家族は、利用

者が次に各号のいずれかに該当するときは、速やかに会長に報告しなければならない。 

（１）転出、転居、死亡、入院、施設入所したとき。・ 

（２）利用を辞退するとき、又は一時的に休止するとき。 

（３）親族と同居することとなったとき。 

 

（利用停止） 

第 10 条 会長は、除雪サービス事業の実施期間において、利用者の居住の実態がない期

間については、除雪サービス事業を停止することができる。 

 

 

 

（利用者の負担） 

第 11 条 この事業にかかわる利用者負担金は、１年度につき 12,000 円を負担するもの

とする。 

 

 

（実施記録簿の作成） 



第 11 条 除雪サービス事業利用者は、除雪記録簿に記録をし、事業完了後、各地域会長

又は民生委員に提出し、地域会長・民生委員は、その記録簿を本会へ提出する。 

 

（助成費） 

第 12 条 助成費は除雪機の燃料費、除雪用具購入・補修費として、一世帯を担当するご

とにひと月 10,000 円として換算し、ボランティアに交付する。ただし、一世帯上限 40,000

円を限度とする。 

２ 助成費の交付は、翌月１５日までに指定金融機関まで振込若しくは現金交付を行う。 

 

（保険加入） 

第 13 条 この事業に協力するボランティアは本会が指定する保険に加入することとす

る。ただし、保険にかかわる手続きは泊村社会福祉協議会が行う。 

２ 加入する保険料については、本会で負担する。 

 

（その他） 

第 14 条 その他必要な事項については、会長が別に定める。 

 

附 則 

この要項は、平成３０年１２月１日から施行する。 

この要項は、令和 ４年１２月１日から施行する。 

この要項は、令和 ５年１２月１日から施行する。 

この要項は、令和 ６年１２月１日から施行する。 

 


